
特別養護老人ホームにおける特例入所者の取り扱い 事務フロー      
１ 入所申込時 

介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設 

入所申込時の要介護度 

要介護３～５ 要介護１または２ 認定期限切れ、申請中、未申請 

申し込み時点で施設

入所が必要と思われ

る状態 

申し込み時点では居

宅生活が可能と思わ

れる状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 入所決定時 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設 

入所調整委員会にかける時点での要介護度 

要介護３～５ 要介護１または２ 

男鹿市（保険者） 

 

●提出書類 

①特例入所対

象者について

の意見照会書

（市様式 2） 

②入所申込書 

③入所申込調

査票 

④介護支援専

門員等意見書 

※②～④は写

しを提出 

●提出書類 

①特例入所対象者

についての意見照

会書（市様式 1） 

②入所申込書 

③入所申込調査票 

④介護支援専門員

等意見書 

※②～④は写しを

提出 
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を

文
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男鹿市（保険者） 
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意
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を
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書
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３ 平成 27年 4月 1日以降の入所者で、要介護認定更新等により要介護度が要介護１または

要介護２となる者についての入所継続決定時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特例入所対象者と認められる者】 

① 認知症であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に

見られること。 

② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困

難さ等が頻繁に見られること。 

③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であ

ること。 

④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待でき

ず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。 

 

介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設 

要介護認定更新後の要介護度 

要介護３～５ 要介護１または２ 

●提出書類 

①特例入所対

象者について

の意見照会書

（市様式 3） 

②入所申込書 

③入所申込調

査票 

④介護支援専

門員等意見書

（入所継続時  

の意見書） 

※②～④は写

しを提出 

①

男

鹿

市

へ

意

見

照
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